




～町水道の「水道料金減免」について～ 
 河津町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が、経済的に大きな影響をもたらし

ている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動の負担軽減のため、町水道使用料金を下記

のとおり減免します。 

 

 

◎対象検針：令和３年４月通常検針分全額（使用期間：令和３年２月中旬～令和３年４月中旬） 

   ※通常「５月当初に納付書を発布する分」 及び 「５月２０日頃自動引き落としを行う分」 

◎対 象 者：全ての給水契約者 

   ※家庭用（一般家庭）や営業用（事業者）を問いません 

◎必要な手続き 

   ※ご利用者からの手続きは不要です 

   ・水道温泉課にて必要な処理を行います（今回「納付書の郵送」や「口座振替」は行いません） 

◎その他 

      ・手続きのために、銀行などの金融機関やコンビニの ATMへ誘導することはありません 
       （不審に思った場合は、家族に相談したり、水道温泉課まで問い合わせください） 
      ・温泉料金は対象外です 

 

 

「令和３年４月検針分」の水道使用料金を「全額減免」します。 
 

回覧 

対象検針は 

「令和３年４月」 

通常検針分です。 

記載されている 

水道使用料金を 

全額減免します。 

【問い合せ先】 

河津町 水道温泉課 業務係 

℡：0558-34-1954 



～「町水道」についての「お知らせ」～ 
 給水装置のうち、メーターより本管側は町の管理となり、メーターから建物側はお客様の管

理となります。メーターから建物側での漏水等の修理はお客様のご負担となります。水道配

管等の工事・修理は、必ず「町指定給水装置工事事業者」に依頼してください。 

【検針にご協力ください】 

 ２ヶ月に１度、偶数月の中旬に検針員が検針に伺いますので、検針の妨げにならないよう、

メーターボックスの位置をご確認の上、土等で埋まらない対策を行い、フタの上に物を乗せた

り、駐停車でボックスを開かなくしたりせず、適切な管理をお願いいたします。 
 
 

 

◎所有者・使用者の名義が変わったとき、建替えや増築で水道の配管が変わった

ときは変更届を提出してください。 

◎長期間（一年以上）使用を休止するときは、休止５日前までに休止届を提出してくだ

さい。また、休止中の水道の使用を再開始するときは、再開始５日前までに再

開始届を提出してください。⇒ 届出確認後、職員が開閉栓及び検針に伺いま

す。 
＊休止の届出をしないと、水道を使っていなくても基本料金がかかります。 

＊届出をせずに水道を使用すると過料が科せられます。 

●届出用紙は水道温泉課にありますので、認印をお持ちになって来庁ください。来庁できないときはホ

ームページからダウンロードして、郵送にて提出してください。ダウンロードできない場合は用紙を郵

送します。（緊急の場合は FAXでも受け付けますが、後で必ず原本を提出してください。）  

 

 

①納付書による納付 

●検針の翌月の「奇数月」に納入通知書を送付しますので、納入期限（基本奇数月の 20 日）ま

でに役場会計室または下記の取扱金融機関で納入してください。 

 

②口座振替による納付（取扱金融機関の本店及び支店への申込みが必要です。） 

●納入期限（基本奇数月の 20 日）に、下記の取扱金融機関又はゆうちょ銀行（郵便局）のうち、

指定の口座から自動振替いたします。（手数料はかかりません。） 

※ 口座振替は「お客様番号」ごとに金融機関へのお申込みが必要になります。「検針票又は

納入通知書」と、「預金通帳」、「口座の届出印」をお持ちになって、下記の取扱金融機関

又はゆうちょ銀行（郵便局）の窓口にてお申し込みください。（下記宛に振込も可です。） 

 

③振り込みによる納付（下記口座へ振り込んでください。） 

取扱金融機関 振込先一覧表 「河津町水道事業管理者（ｶﾜﾂﾞﾁｮｳｽｲﾄﾞｳｼﾞｷﾞｮｳｶﾝﾘｼｬ）」 

 ・三島信用金庫 河津支店（０３０３１９９）／ ・伊豆太陽農業協同組合 下河津支店（０００２４１５） 

 ・静岡銀行 河津支店（００４９３７６）／ ・スルガ銀行 伊豆稲取支店（０２３９２０２） 

 ・静岡中央銀行 稲取支店（２０５９２１１） 

 ・ゆうちょ銀行（００８００－９－２２６２５） 

 

納付方法（口座振替の手続きをお願いします。） 

使用を変更するときは、事前に書面による届出が必要です。 
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令和３年度～令和 12 年度（2021 年度～2030 年度） 
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～ 自然、文化 そして 笑顔があふれる 河津桜の里 ～ 

河 津 町 

令和３年３月 
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 総合計画とは  

総合的かつ計画的に町政運営を図るための長期的なまちづくりの指針です。また、全ての施策を網羅

した本町の最上位の計画であり、各分野における個別の計画や施策に方向性を与え、一体性を確保しな

がら、町の将来像の実現に向けて、町民の皆さんと共に取り組む計画です。  

 計画策定の目的  

本町の特性を活かし、町内に居住している町民が安全・安心で住みやすい町となるよう、また、いつ

までも自然豊かな町であり続けられるよう、町民の声に耳を傾けた町政運営を重点的に進めていくと

ともに、主産業である観光業を活性化するために、河津桜まつり以外でも継続して観光客を呼び込むこ

とができるよう、町民と共に創意工夫して観光を盛り上げていきます。その結果として、町の住みやす

さや魅力・知名度が向上し、交流人口の増加につながることを目指します。  

 計画期間  

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

令和 
12 年度 

 

 

 
  

令和６年度以降も同様に、 

毎年度見直しを行います。 

 
 

 

  
 

 基本理念と町の将来像  

本町を構成する町民、自治組織、事業所、各種団体、ＮＰＯなどと行政がそれぞれの役割と責務の下

で、本町に愛着と誇りを持ち、情報を共有しながら、『共に暮らし、共に学び、共に助け合い、
共に豊かさを求め、共に誇りの持てるまちづくり』を基本理念とし、令和 12年度（2030年

度）を目標年度とする第５次総合計画における町の将来像を、以下のとおり定めます。 
 

 町の将来像  

住みたい・来たいまち  河津 
～ 自然、文化 そして 笑顔があふれる 河津桜の里 ～ 

 
 
 

全国的に人口減少が進行している中、本町の特性を生かし、第４次総合計画で掲げた方針を継続して、

何度でも来たい花のまちによる観光交流人口の促進と産業振興をさらに推し進めるとともに、新たな

方針として、住み続ける、住んでみたい生活環境の整備により、定住人口の増進を図ります。また、伊

豆縦貫自動車道 河津下田道路の整備促進により、人流・物流の効率化や災害リスクの低減化、緊急医

療活動の広域化、緊急輸送道路の機能強化などの生活面における利便性向上を図り、さらには天城峠区

間開通を見据えたまちづくりを目指します。  

基本構想（令和３年度～令和 12 年度） 

基本計画（令和３年度～令和 12 年度） 
 

実施計画（令和３年度～令和５年度） 

実施計画（令和４年度～令和６年度） 

実施計画（令和５年度～令和７年度） 
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 計画の重点指標  

令和 12年度（2030年度）を目標年度として、新たなまちづくりを進めていく上での重点指標
として、以下の３項目で目標値を掲げます。 

 
本町の定住人口（総人口）は減少しており、国立社会保障・人口問

題研究所（社人研）が平成 27（2015）年の国勢調査の人口に基づ

き、人口減少抑制の政策を全く取らないケースとして公表した令和

12（2030）年における本町の人口は5,392人と推計されています。 

人口減少は、町の生活利便性や活力の低下、地域コミュニティの機能低下など、様々な場面で影響

を及ぼすと考えられます。そのため、子育て支援や移住・定住化施策、地域活性化の取り組み等によ

り、合計特殊出生率・出生数の向上と社会移動率の均衡(移動率ゼロ)に努め、できる限り人口減少を

緩和させて、目標年度の令和 12(2030)年度の定住人口(総人口)として 6,000人を目指します。 

平成 22(2010)年度 平成 27(2015)年度 

 

令和 12(2030)年度 

7,998人 7,303人 6,000人 

 
With コロナ・After コロナの時代においても、安心・安全な観光地

として、河津桜まつりの観光客をはじめ、町外の多くの人が本町を訪れ

ることは町の活性化にもつながるため、目標年次の令和 12年の交流人

口の目標値として 180万人を目指します。 

平成 21(2009)年 平成 30(2018)年 

 

令和 12(2030)年 

164.5万人 157.4万人 180万人 

※指標の資料である「静岡県観光交流の動向」が暦年統計のため、年度ではなく、暦年での目標値 

 
今後、定住人口や移住者を増やすためには、本町に住んでいる

町民自身が住みよさを実感できることが大変重要な要素です。そ

のため、町民の満足度を高める施策・取り組みを積極的に推進し、

町民まちづくり意向調査で“河津町の住みよさ”について『住みよ

い（住みよい＋まあまあ住みよい）』と回答した割合を、町民の４

人のうち３人に値する 75％まで増加させることを目指します。 

平成 21(2009)年度 令和元(2019)年度 

 

令和 12(2030)年度 

66.4％ 65.1％ 
75％ 

（４人に３人）  

15年後 

12年後 

11年後 

重点指標１ 定住人口（総人口） 

重点指標２ 交流人口 

重点指標３ 住みよさ 
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将来像の実現に向けた施策を推進していくための基本的な枠組みとして、施策の体系を以下の

ように定めます。 

 施策の体系  

 

   

 

  

  

  

  

  

  

将来像 基 本 目 標 施 策 項 目 

住
み
た
い
・
来
た
い
ま
ち 

河
津   

～ 

自
然
、
文
化 

そ
し
て 

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る 

河
津
桜
の
里 

～ 

基本目標１ 産業分野 

地域資源を活かし、 

魅力と活力あふれるまちづくり 

１ 観光・交流の振興 
２ 農林漁業の振興 
３ 商工業の振興 
４ 特長を生かした新たな産業の創出と 

地域の活性化 
５ 雇用・就労の促進 

基本目標２ 福祉・健康・医療分野 

健やかに、いつまでも 

地域で暮らせるまちづくり 

１ 子育て支援の推進 
２ 高齢者福祉の推進 
３ 障がい児者福祉の推進 
４ 地域福祉の推進 
５ 健康づくり・医療体制の充実 
６ 社会保障の充実 

基本目標３ 教育分野 

郷土を愛し、 

心豊かな人を育てるまちづくり 

１ 幼児・学校教育の充実 
２ 生涯学習・社会教育の充実 
３ 生涯スポーツの振興 
４ 青少年の健全育成 
５ 地域文化の継承と創造 

基本目標４ 都市基盤分野 

豊かな自然と共生し、 

快適で利便性のあるまちづくり 

１ 土地利用・居住環境の整備 
２ 道路ネットワークの整備 
３ 公共交通網の充実 
４ 自然環境の保全 

基本目標５ 安心・安全、生活環境分野 

だれもが住みよく、 

 

１ 防災・消防・救急対策の充実 
２ 防犯・交通安全・消費者対策の充実 
３ 生活環境の整備 
４ 上水道の維持・管理及び 

安定した公営企業会計運営 

基本目標６ まちづくり・行財政分野 

情報共有で、 

 

１ コミュニティ活動の促進 
２ 移住・定住の促進 
３ 広報広聴の推進 
４ 町民と行政の協働 
５ 行財政改革・広域連携の推進 
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基本目標ごとの基本的な方針とポイントとなる主な施策は以下のとおりです。その他の施策や
詳細な内容については、河津町ホームページで公表されている総合計画 本編をご参照ください。 

 
観光を産業の軸としながら花のまちによる交流人口の増加を図り、第１次産業との連携による

河津ブランド化の推進等から新たな魅力や価値観を生み出し、多くの人が訪れ、活力とにぎわい
のあるまちづくりを進めます。 

 １ 観光・交流の振興  

河津桜まつりの時期はもちろんのこと、年間を通じて、国内

外から多くの観光客が訪れ、二度、三度と本町を訪れるリピー

ターが増加するよう、町民一人ひとりの心に残るおもてなしと

情報提供や受け入れ体制の充実を目指します。 

◎ 河津桜まつりの充実 

「河津桜まちづくり計画」に基づき、まつり会場を町内各地に分散化し、それぞれの会場で特徴あるイベント
等を行うことで、観光客の回遊性の向上を図り、地域が一体となって、さらに充実したまつりとして育てます。 

◎ 観光情報提供の強化 

多言語化した観光パンフレットなどの充実を図るとともに、プレスリリースや各種メディア、ＳＮＳ・ホームページ
等を活用し、本町の魅力を効果的に伝える常に新しい観光情報発信に努めます。 

◎ 受け入れ体制の充実・強化 

観光客が安全に安心して気持ちよく過ごせるよう、案内板や観光案内施設の整備・充実を図ります。 

 ２ 農林漁業の振興  

高齢者にも適した農業振興を図るとともに、より一層の高付加価値化と生産性の

向上を図り、生業として魅力ある競争力の高い農業の生産活動を目指します。 

◎ 主要作物のブランド化と販路拡大 

関係機関・団体との連携のもと、本町の安全で高品質な農産物のブランド化をさらに
推進するとともに、農業者の所得向上につながる農産物の生産から加工品の開発、販
売体制の充実など６次産業化の取り組みに対する支援施策を推進します。 

 ３ 商工業の振興  

やる気のある商店主や新たな起業者の力及び他産業との連携により、

商工業の振興を目指します。 

◎ 河津町らしさを活かした商工業の振興 

特産品の開発や加工を促進し、観光客を対象とした地域の農産物や特産品を販売
する店舗づくりを促進するなど、河津町らしさを活かした商工業の振興を図ります。 

基本目標１ 地域資源を活かし、魅力と活力あふれるまちづくり 
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 ４ 特長を生かした新たな産業の創出と地域の活性化  

異業種間の連携による６次産業化をはじめとする新たな産業の推進や、

サテライトオフィスやワーケーションといった新しい働き方に適した環境づく

りの整備促進など、本町の特長を生かした新たな産業の創出を目指します。 

◎ ６次産業化の推進 

異業種間の連携を強化・交流の活発化に努め、農林漁業や商工業、サービス産業などが連携した
６次産業化の推進によって農林水産物の付加価値を高め、新たな雇用機会の創出を図ります。 

◎ 新産業の立地促進 

本町の豊かな自然と情報通信基盤が整備されている環境下を活かし、魅力ある仕事づくりにつながる新しい
オフィスや事業所、サテライトオフィスやスタートアップオフィス等の新たな拠点の誘致に取り組みます。 

 ５ 雇用・就労の促進  

事業所の誘致、事業継承、事業継承支援等により、働きやすい就労環境での

安定的な雇用の確保を目指します。 

◎ 就業マッチングの支援 

国・県などの関係機関と連携し、求人・求職情報の発信や就業マッチング支援
等を行い、ＵＩＪターンによる就業や働きがいのある就労の促進を図ります。 

 

 
いつまでも住みなれた地域で暮らし続けるためには、保健・福祉の充実が重要です。安心して

妊娠から出産・子育てができる環境の整備やライフステージに沿った健康づくりを進め、子ども
から高齢者まで、誰もが健やかにいきいきと安心して暮らせるまちを目指します。 

 １ 子育て支援の推進  

国や県よりも高い水準である合計特殊出生率を維持・向上させながら、

安心して子どもを生み、家庭や地域に見守られながら、楽しく子育てでき

る環境を目指します。 

◎ 総合的な子育て支援の充実 

「河津町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、広域での対応を含め、
子ども・子育て支援新制度における各種子育て支援施策を推進します。 

◎ 子育て支援施設の開設・活用 

令和３年度に建設予定の子育て支援施設を、本町の子育て事業等を実施する際の中核施設として有効活
用することで、世代間交流や地域ぐるみの実践活動等を展開し、安心して子どもを産み、楽しく子育てでき
る子育て基盤の充実を図ります。 

基本目標２ 健やかに、いつまでも地域で暮らせるまちづくり 



   

7 

 

 ２ 高齢者福祉の推進  

人口の約４割を占める高齢者が生きがいをもって明るく健康に暮らせる

よう、また、たとえ支援や介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるまちづくりを目指します。 

◎ 健康づくり・介護予防の推進 

様々なイベント等を通じて、高齢者の健康づくりの意識啓発を図るとともに、
高齢者が楽しみながら健康づくりが行えるような事業推進を行います。 

◎ 高齢者が暮らしやすい環境づくりの推進 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が、住み慣れた地域で生活していくために地域で見守る
啓発活動を進めるほか、在宅生活を支援する福祉サービスの充実により、暮らしの質を保てるような
包括的支援を推進します。 

 ３ 障がい児者福祉の推進  

障がいがあっても住み慣れた地域で自分らしく生活できるまちづくりを目指します。 

◎ 相互理解の促進 

障がい児者に対する理解を深めるため、ノーマライゼーション理念の普及に努めるとと
もに、地域行事・活動などにおいて、地域住民と障がい児者とのふれあい、交流を促進
します。 

 ４ 地域福祉の推進  

地域で助け合い、互いに支え合う仕組みによって、誰もが安心して

暮らせるまちづくりを目指します。 

◎ 地域共生社会の実現 

民生委員・児童委員の活動充実、各種関係団体の活動支援を行うことで地域支援体制を拡充し、
ボランティアの育成、そのネットワーク化に努め、多様な担い手が参画し、町民が主体的に支え合う
地域共生社会の実現に努めます。 

 ５ 健康づくり・医療体制の充実  

町民が自発的に、予防中心の健康づくりに取り組むとともに、誰もが安心して

医療を受けられる体制の整備を目指します。 

◎ 疾病予防・フレイル予防・重症化予防の推進 

自分自身の健康状態の把握を促すため、特定健診、後期高齢者健診及び各種
がん検診の受診率向上を図ることにより、早期発見、早期治療を促進します。 

◎ 広域における医療機関の充実 

多様化・高度化する医療ニーズに応えるため、伊豆縦貫自動車道の整備に伴い、関係市町との連携をより
強化し、広域圏における中核となる病院の充実に努めます。 
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 ６ 社会保障の充実  

町民が各種社会保険制度を理解し、適正に運用することで、町民の生活基盤の充実を

目指します。 

◎ 国民年金制度の啓発 

国民年金の制度について正しい理解を深めるため、加入対象者の把握及び加入促進を
年金事務所と連携しながら、年金制度に関する情報提供に努めます。 

 

 
３校ある小学校の統合を経て、一人ひとりが持つ能力を伸ばし、地域の伝統を大切にしながら、
本町の誇れる歴史文化の保全・継承に努めるとともに、スポーツに親しむことで、それぞれの個性
が輝く教育、文化・スポーツのまちづくりを目指します。 

 １ 幼児・学校教育の充実  

ＩＣＴの導入や新学習指導要領の開始など、子どもを取り巻く環境が

大きく変化していく中、安全・安心な環境のもと、児童・生徒が学びへ

の意欲にあふれ、学力の向上と豊かな人間性の育成を目指します。 

◎ 学校教育等の充実 

グローバル化、情報化社会に即した英語教育や、１人１台端末と高速大容量の通信ネットワークによる
ＧＩＧＡスクール構想の推進など、時代の変化に対応した教育を推進します。 

◎ 小学校統廃合後の在り方の検討 

令和５年度の小学校の３校統合に向けて、新校舎の建設及びその後の小中一貫教育の在り方について
検討します。 

 ２ 生涯学習・社会教育の充実  

「いつでも、どこでも、誰でも」生涯学習活動に取り組むことができる

環境の整備を目指します。 

◎ 学習内容・機会の充実 

広報紙や町のホームページなど、様々な媒体を通じて広く生涯学習情報の
提供に努めるとともに、多様化する町民の学習ニーズの把握、高度情報化
社会に対応した情報教育の充実など、幅広い分野にわたる学習機会の提
供に努めます。 

基本目標３ 郷土を愛し、心豊かな人を育てるまちづくり 
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 ３ 生涯スポーツの振興  

誰もが気軽にスポーツ活動に参加し、町民との交流を深められる環境づくり

を目指します。 

◎ 生涯スポーツの普及促進 

生きがいとなるスポーツの振興や、誰でも気軽に楽しむことができるスポーツ・レクリエーションの普及に
努め、町民一スポーツを実現していくため、各種スポーツ教室を充実します。 

 ４ 青少年の健全育成  

家庭・学校・地域の連携により、青少年に協調性や思いやりのこころが

身に付く地域づくりを目指します。 

◎ 青少年健全育成体制の充実 

家庭・学校・地域が一体となって、青少年健全育成活動を展開するた
めの連携強化、青少年の育成に有害な社会環境の浄化活動や非行
防止活動を、地域ぐるみで推進します。 

 ５ 地域文化の継承と創造  

本町の誇りである伝統・文化財が大切に守られ、引き継がれて

いくことを目指します。 

◎ 文化活動の推進 

町民の文化に対する意識の高揚を図るとともに、多様なニーズに
応えるため、文化活動の情報の提供に努め、文化活動の機会の
拡充や優れた文化・芸術と接する機会の提供に努めます。 

 

 
美しい自然の恩恵を享受しながら、共に暮らし、計画的な土地利用のもと、伊豆縦貫自動車道を

基軸とした道路ネットワークの整備を促進し、上水道、公共交通等の生活基盤を維持するとともに、
必要に応じた整備を行い、地域全体で快適に暮らせるまちづくりを目指します。 

 １ 土地利用・居住環境の整備  

地形条件や自然環境、まちの構造など、それぞれの特徴を活かした土地利用を進め、

魅力ある街並みの形成を推進するとともに、良好な住環境の整備を目指します。 

◎ 居住環境の整備 

地域住民の協力を得ながら、町道の改良や排水路の整備を進め、市街地については、住宅地利用を促進
するとともに、良好な居住環境を形成します。 

基本目標４ 豊かな自然と共生し、快適で利便性のあるまちづくり 
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 ２ 道路ネットワークの整備  

伊豆縦貫自動車道「河津下田道路」をはじめとする幹線道路及び生活に密着した道

路・橋梁の整備を進め、町民が安心して暮らせる道路ネットワークの整備を目指します。 

◎ 伊豆半島の交通渋滞緩和施策の促進 

県や伊豆地域の市町、公共交通関連事業者と協力して、伊豆縦貫自動車道の早期整備を
はじめ、伊豆半島全体での交通の利便性を図り、交通渋滞の緩和と環境保全に努めます。 

 ３ 公共交通網の充実  

公共交通ネットワークが機能し、誰もが気軽に移動できる環境の整備を目指します。 

◎ 利用者ニーズに応じた新たな交通システム等の導入 

今後の社会情勢や高齢化社会を踏まえ、公共交通再編の効果を検証しながら、適宜
評価を行うとともに、利用者の意向を尊重した見直しを行い、デマンドバスやデマンド
タクシーなど、利用者ニーズにあった新たな交通システム等の導入を図ります。 

 ４ 自然環境の保全  

本町の誇りである豊かな自然を、次世代に残していけるよう自然環境の

保全・育成を目指します。 

◎ 環境保全意識の高揚 

地球環境問題や省エネルギー・省資源化に対するＰＲ活動を行うとともに、家庭・学校・地域が連携し、
日常生活における自然教育・環境教育・自然体験学習など様々な自主活動を促進します。 

 

 
自然環境や社会情勢の変化により、今までは想定し得ない災害や犯罪などが起こる可能性があり

ます。町民自身の危機意識の向上に努め、町民の安全を守る防災・減災・防犯・交通安全の取り組
みにより、誰もが安心して安全に暮らすことができるまちを目指します。 

 １ 防災・消防・救急対策の充実  

「自助」「共助」「公助」の連携により、安心・安全な暮らしを維持していくための地域防災力を

高め、あらゆる災害に強いまちづくりを目指します。 

◎ 防災・減災意識の高揚 

災害に備え、「自分の身は自分で守る」という考えや、日ごろのちょっとした工夫・備
え（気づき）があれば、災害被害を軽減することができる減災の意識づけを行います。 

◎ 災害に対応するための施設・設備の充実 

災害時の拠点となる公共施設やライフライン施設などの耐震性の向上に努めます。 

基本目標５ だれもが住みよく、安心・安全に暮らせるまちづくり 
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 ２ 防犯・交通安全・消費者対策の充実  

地域が一体となって犯罪を未然に防ぐという意識をもち、犯罪のない

安心・安全が感じられるまちづくりを目指します。 

◎ 防犯意識の高揚と防犯活動の充実 

関係機関・関係団体との連携のもと、防犯に関する広報・啓発活動や情報提供を展開します。 

 ３ 生活環境の整備  

町民・事業所・行政が一体となって、ごみの減量化・資源リサイクル化

の推進を目指します。 

◎ ごみの減量化と資源リサイクルの推進 

不・可燃物、粗大ごみ、資源ごみなどの分別排出と収集体制の確立を図り、
リサイクルの推進を行います。 

 ４ 上水道の維持・管理及び安定した公営企業会計運営  

良質な水の安定した供給の維持・継続を目指します。 

◎ 安全な上水道の供給 

美しい水源やその周辺環境の保全及び整備を図り、安全な水源を確保するとともに、老朽化
している水道施設は耐震性等を高めながら、優先順位をつけて更新・整備を行っていきます。 

 

 
情報発信や対話といった広報・広聴機能をより充実させ、ＩＣＴの活用やＩｏＴの導入、ＡＩを

活用したシステム等により町民や地域コミュニティとの情報共有や連携を強化し、町民・地域・行
政の連携をはじめ、他自治体との連携等様々な形での協働を確立し、社会情勢の変化に伴う課題に
柔軟に対応できるまちを目指します。 

 １ コミュニティ活動の促進  

自主的かつ自立的な魅力ある地域づくり、支え合う地域づくりが

実践されているコミュニティの確立を目指します。 

◎ 地域コミュニティの活性化対策 

高齢化や居住人口の減少など、将来的な地域コミュニティ活動の
困難地域の発生が懸念される中、地域活動の活性化を図るため、
地域支援の仕組みづくりを推進します。 

基本目標６ 情報共有で、住民と行政が協働するまちづくり 
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 ２ 移住・定住の促進  

本町の魅力にひかれ、町外から多くの人が移住し、

定住することを目指します。 

◎ 広報媒体を用いた移住・定住のＰＲ 

河津町移住サイトやその他広報媒体を用いた移住・定住のＰＲを促進し、本町の認知度向上と魅力発信に
努めることにより、将来的な移住にもつながる関係人口の創出・ 拡大を目指します。 

◎ 移住者に対する支援の充実 

移住者が満足した生活を本町で送ることができるよう、一時的な経済支援を含め、行政からの支援や、
地域レベルでの支援など、移住者に対するきめ細やかなサポートを行います。 

 ３ 広報広聴の推進  

積極的な行政情報の提供や広報広聴活動の推進により、より多くの町民

が町政や町の取り組みに関心をもち、理解を深めることを目指します。 

◎ 情報公開の推進 

情報公開条例に基づき、町民の知る権利を保障し、開かれた町政の実現を
目指します。また、情報公開を推進するため、文書管理体制の充実を図ります。 

 ４ 町民と行政の協働  

行政と町民がそれぞれの役割を明確にして、協働によるまちづくりの

推進を目指します。 

◎ パートナーシップによるまちづくり 

地域や町域に係る各種計画において策定段階から町民の参加を得るため、協議会等を設置し、若者や
女性など幅広い町民参加の機会を提供します。 

 ５ 行財政改革・広域連携の推進  

行政と町民の揺るぎない信頼関係を構築するため、行政改革の着実な推進と健全な財政

運営を目指します。 

◎ 行政改革の推進 

地域主権の推進による国・県からの権限委譲に対し、適切で効率的な行政運営を行います。 
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